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・農地の適切な管理について     ・・・・・・・・・・・・・・・ （３） 

・農業者年金に加入しませんか！？  ・・・・・・・・・・・・・・・ （４） 

・納税猶予制度について       ・・・・・・・・・・・・・・・ （４） 

大代地区 杉山 一栄さん 

 10年前に脱サラをして、実家のお茶農家を継いだ大代の杉山一栄さんは農閑期である冬にも何かで

きることはないかと考え、３年前からサツマイモの栽培を始めました。初めのうちは品質管理に悩ま

されていましたが、奥さんと試行錯誤を重ねることで段々と品質が安定してきました。 

採れたサツマイモは干し芋に加工し、各種イベント、マルシェなどに出店したり、まんさいかんへ

も出品しています。少量ずつ作っているので、蒸しムラがなくひとつひとつ綺麗に仕上がっており、

ねっとりとした食感に優しいあま～い味が評判の干し芋。みなさんも是非、一度味わってみてはいか

がでしょうか。◇商品名「にっこり干し芋」（真空パック詰め）180g 540円 

出店情報などはホームページ、Twitter、Instagram、Facebookで更新中「ちゃといも」で検索！ 

通販も対応可 お問い合わせは ０５０－３６３７－０１４１ まで 



 

 

相続税の納税猶予を受けている方には、「納税猶予ノート」を 

お配りしています。この「納税猶予ノート」は、毎年、納税猶予 

の対象となっている農地の利用状況等を記載していただき、納税 

猶予の特例を受けていることを確認していただくためのもので
す。 

近年、納税猶予の適用を受けていることを忘れて転用したり、
賃貸したりする事例が発生しています。このような場合には、納
税猶予の対象外となり、相続税本税のほか猶予されていた期間の
利子税も含めて、一括して納めていただくことになります。 

  納税猶予制度は、農業経営を継続することが要件となっていま
すので、「納税猶予ノート」の「作付け等の記録」（黄色の用紙）
に納税猶予の対象となっている農地（１筆ごと又は１枚ごと）の
作付け等の状況を、毎年忘れずに記載してください。 

相続税の納税猶予制度についてご不明な点などがございまし
たら島田税務署（資産課税部門）までお尋ねください。 

℡３７－３１２１（自動音声案内で２をダイヤルしてください） 

■６０歳未満の方 

■年間６０日以上農業に従事 

■国民年金第１号被保険者 

加入要件 

■３５歳未満の方は保険料２万円の内１万円補助 

■３５歳以上の方は保険料２万円の内６千円補助 

※２０年以上保険料を納めることができ（４０歳未

満で加入した方）、上記要件以外に補助の要件を

満たしているもの。 

補助制度(国庫補助) 

詳しくは、農業委員会事務局又は地区農業委員

までお問い合わせください。℡３６－７２０９ 

・８０歳までの保証が付いた終身年金です。 

 

・全額社会保険料の控除の対象となります。 

 

・積立方式・確定拠出型年金です。 

 

・保険料は、20,000 円～67,000 円/月で 

 自由に選択が可能です。 

 (補助制度を受けている場合は 20,000 円) 

※保険料額は随時変更が可能です。 
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全国農業新聞を購読しませんか？ 
経営とくらしに役立つ農業総合専門紙 

全国農業新聞は農業者の公的代表機関である農業

委員会系組織が発行する農業総合専門紙です。 

■発行日：毎週金曜（月４回） 

 

■購読料：月７００円（送料込） 

 

■申込み：農業委員会事務局 

 ℡３６－７２０９ 
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